
濬広報くろしお  №134　2017（平成29）年5月号

月日（曜） 四万十市

四万十市立市民病院 蕁34－2126

正木整形外科 蕁34－5252

四万十市立市民病院 蕁34－2126

宿毛市　（0880）

大井田病院 蕁63－2101

幡多けんみん病院 蕁66－2222

聖ヶ丘病院 蕁63－2146

四万十町　（0880）

くぼかわ病院 蕁22－1111

大西病院 蕁22－11915/21（日）

28（日）

6/4（日）

森下病院 蕁34－2030 清谷病院 蕁63－230211（日）

■当直医療機関

※当直医は、変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してから受診してください。

日 土月 火 水 木 金

7 13

6

8 9 10 11 12
午前 日 土外来診療 外来診療（澤田先生） 外来診療 外来診療（池田先生）外来診療（矢野先生）

午後 日 土外来診療
外来診療外来診療（伊与喜地区） 外来診療（矢野先生）

14 2015 16 17 18 19
午前 日 土外来診療 外来診療

外来診療
（伊与喜地区）

外来診療
（伊与喜地区）

時30分まで） 外来診療（池田先生）外来診療（矢野先生）

保育所内科健診  外来診療（矢野先生）

午後 日 土外来診療（幡多医師会）
12：30～14：00（受付13：50まで）

外来診療（幡多医師会）
12：30～14：00（受付13：50まで）

外来診療（幡多医師会）
12：30～14：00（受付13：50まで）

外来診療
外来診療 外来診療（矢野先生）

21 2722 23 24 25 26
午前 日 土外来診療 外来診療（澤田先生）外来診療（11：00まで）外来診療（池田先生）

午後 日 土小学校内科健診
外来診療（澤田先生）

外来診療
外来診療 外来診療（矢野先生）

312928 30 31 29 30
午前 土外来診療 外来診療（澤田先生） 外来診療 外来診療 金

午後 日 土外来診療（幡多医師会）
12：30～14：00（受付13：50まで）

外来診療
外来診療
外来診療

1 1 2 3 4 5
午前 日 土外来診療 外来診療（澤田先生） 外来診療 外来診療 外来診療

午後 日 土外来診療（幡多医師会）
12：30～14：00（受付13：50まで）

外来診療（澤田先生）
（伊与喜出張診療所）

14：30～16：00

外来診療（澤田先生）
（鈴出張診療所）
14：30～16：00

外来診療
外来診療外来診療（伊与喜地区） 外来診療

【診療時間】午前9時30分～正午、午後2時～5時（記載がある場合はその時間まで）■拳ノ川診療所　5月の診療予定

【お問い合わせ】拳ノ川診療所　蕁55－7111（直通）

医師の都合により変更となる場合がありますので、予約外の方は事前にお電話でご確認ください。

★小学校・保育所内科健診の日は、健診が終わり次第、外来診療を始めます。

部落差別をなくしましょう

　部落差別の問題は、日本の歴史的な過程で生み出され、特定の地域の出身であることや、そこ
に住んでいるという理由だけでさまざまな差別を受ける、日本固有の重大な人権侵害です。残念
ながら、今なお、結婚の際の身元調査をはじめインターネットに差別を助長するような書込みを
するなどの行為が発生しています。
　このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が昨年12月に施行されました。この法律は、
全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許されないもので
ある」との認識の下に、これを解消することを目的としています。また、地方自治体の
責務として、国と連携し相談体制の充実や教育・啓発、実態調査等、部落差別の解消に
向けて努めることとしています。
　黒潮町においても、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現に向けて取
り組んでまいります。皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。

○お問い合わせ　本庁 住民課 人権啓発係　蕁43－2800（課直通）


